
住宅関連助成制度等一覧【河内町】 R6.4.1

 ※この一覧表がすべての内容を網羅できている訳ではございません。

　 必ず各助成事業のホームページ又は各市町村担当課へお問い合わせの上、詳細等ご確認頂きますようお願い致します。

リフォーム関係

河内町住宅リフォーム支援補助金
定住人口の増加及び若者・子育て世代の定住化を促進し、人口の減少を抑
制するとともに地域の活性化並びに住宅環境の改善を図るため

都市整備課 0297-84-6956

居宅介護住宅改修費
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく
住宅改修費を支給する(自己負担は1割から3割)。

福祉課 0297-84-6982

介護予防住宅改修費
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく
住宅改修費を支給する(自己負担は1割から3割)。

福祉課 0297-84-6982

河内町障害者住宅整備資金貸付条例

障害者又は障害者と同居する世帯に対し障害者の居住環境を改善するため
障害者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下増改
築又は改造を「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の
貸付けを行い、障害者の福祉の増進を図る。

福祉課 0297-84-6982

住宅取得関係

河内町定住促進事業
河内町に永住の意思を持って住宅を取得した場合に最大80万円の補助金を
支給する。

生活環境課 0297-84-6957

空き家関係

河内町空き家活用促進奨励金 河内町空き家登録制度を活用した方へ補助金５万円を支給します。 生活環境課 0297-84-6957

耐震診断・改修関係

河内町木造住宅耐震診断士派遣事業

町内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとす
るときに、茨城県が養成する木造住宅耐震診断士を派遣してこれを実施する
ことにより、地震に対する安全性に関する知識の普及・向上を図るとともに、
耐震診断・改修を促進し、もって地震に強いまちづくりを推進する。

都市整備課 0297-84-6956

河内町木造住宅耐震補強補助事業
耐震改修設計を伴う耐震改修工事又は耐震建替工事の費用の一部を補助
する。

都市整備課 029-84-6956
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その他

河内町浄化槽設置整備事業補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する
者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

上下水道課 0297-84-2361

河内町下水道改造資金助成金

生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、汲み取り便所又は
し尿浄化槽の設備のある便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に接続された
ものに限る)に改造する工事に対し、必要な資金の助成(補助及び貸付)を行
う。

上下水道課 0297-84-2361

河内町危険ブロック塀等撤去補助金
危険なブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、当該ブロック塀等の
撤去を行う者に対し、その費用の一部を補助する。

都市整備課 0297-84-6956

生ごみ処理器購入補助金
家庭から排出されるごみの自家処理を促進し、収集ごみの減量化及び生活
環境の向上を図るため、生ごみ処理機器を購入した者に補助金を交付する。

生活環境課 0297-84-6957

河内町水道事業加入金助成事業 水道事業の新規加入者に対し、水道事業加入金の助成を行う。 上下水道課 0297-84-2361

河内町住宅災害復旧資金利子補給

災害によって住宅の全部又は一部に被害を受けた世帯の世帯主(被災者)が
住宅災害復旧資金を金融機関から借り受けた場合、町が当該借り受けた資
金の利子の一部を補給すること(利子補給)により、被災者の金利負担を軽減
し、災害復旧の円滑化を図る。

都市整備課 0297-84-6956
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